
　 【選択制の福祉用具を検討する場合】
メリット及びデメリットの説明や専門職の意見を
踏まえた提案等受けて貸与または購入を判断

介護保険課に連絡
＋

福祉用具購入の相談

ケアマネジャーと契約
＋

福祉用具購入の相談

・販売事業者選択
・現地調査
・福祉用具選定

・福祉用具購入
・費用の支払い

＜市へ申請＞

⑤　領収書（本人名義フルネーム）　※原本の提示があればコピー可

＜申請受付の約２～３ヶ月後＞
福祉用具購入費用の７～９割を支給（※最高７～９万円）

※介護保険の自己負担割合によって変わります。

③　特定福祉用具販売（サービス）計画書

⑥　代理人選任届（本人以外の振込口座を指定する場合のみ）

①　介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書

１．福祉用具購入の流れ

④　購入品のカタログのコピー　※定価がわかるもの

福祉用具購入以外の

介護サービス利用希望なし

福祉用具購入以外の

介護サービス利用希望あり

【必要書類】

②　特定福祉用具購入理由書（ケアマネジャーまたは市職員が作成）

　　貸与

ケアマネジャーと契約を
して貸与のサービスを開始

　購入

介護認定申請

認定結果（要介護・要支援）

介護保険特定福祉用具購入について
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（１）購入のみ

（２）貸与または購入（選択制）

２．福祉用具の種目

３．購入事業者

４．支給限度額

種目 備考

※選択制
貸与または購入を選択することができます。

入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす
入浴台・入浴用介助ベルト・浴槽内すのこ
浴室内すのこ

ポータブルトイレ・補高便座　など

種類

④　自動排泄処理装置の交換可能部品

③　簡易浴槽

　・同一種目の商品を再購入される場合は、購入前に介護保険課へご相談ください。
　　※種類が異なる場合は購入可。
　・福祉用具の購入のみ（ケアマネジャーが付いていない）場合は、購入前に必ず
　　介護保険課へ連絡してくだい。

⑩　多点杖

⑨　単点杖（松葉づえを除く）

⑧　歩行器（歩行車を除く）

⑦　固定用スロープ

⑥　排泄予測支援機器

　　年度内１０万円まで

　　※１０万円のうち、１～３割が利用者負担になります。

　　（例）１割負担の方が５万円のポータブルトイレを購入した場合。

②　入浴補助用具

①　腰掛便座

種目

　　　　➡利用者負担５千円（１割）、保険給付４万５千円（９割）

５．その他

　　都道府県の指定を受けている事業者であれば、自由に選択可能です。

⑤　移動用リフトのつり具の部分

2 ページ


